
   

     

    

        

      
 

      

       

      
 

      

        



 

２０２３年４月２６日 

内閣総理大臣 岸田文雄 殿 

外務大臣 林芳正 殿 

経済産業大臣 西村康稔 殿 

厚生労働大臣 加藤勝信 殿 

法務大臣 齋藤健 殿   

 

 

人権デュー・ディリジェンス義務化立法 

及びその他の人権デュー・ディリジェンスの取り組みを促進するための各種立法等の導入

を求める共同書簡 

 

 

我々、日本国内外の市民社会団体は、アジア・太平洋地域で大きな影響力をもつ日本政

府に対して、２０２３年５月に開催されるＧ７広島サミット（主要国首脳会議）に先立

ち、①企業に対して人権デュー・ディリジェンスの実施を義務付ける、バリューチェーン

上の民事責任に関する条項を含む法律の制定、及び②その他の人権デュー・ディリジェン

スの取り組みを促進するための各種立法等の導入（１．強制労働産品にかかる輸入規制、

２．人権侵害に関わる物品についての輸出規制、３．公共調達時の人権デュー・ディリジ

ェンスの要件化、４．人権侵害を理由とした制裁措置、５．貿易協定締結時の相手国の人

権デュー・ディリジェンス義務化規定、６．スラップ被害防止法）を、速やかに実施する

よう強く要請します。また、これらの措置が政治的な偏向を持たず、個別の人々の人権救

済に尽くす目的で制度設計・運用されることも極めて重要です。 

 

 日本の外国人技能実習制度によく見られる現代奴隷と呼ばれる強制労働や、児童労働な

どの搾取、違法な監視等による抑圧、社会的弱者やマイノリティに対する差別や分断助

長、安全でクリーンで健康的で持続的な環境への権利侵害等、深刻な人権侵害が蔓延して

おり、政府開発援助等の開発協力に関連するものを含め、日本国内や世界中に複雑に張り

巡らされたバリューチェーン上に存在し、グローバル経済に深刻な影響をもたらしていま

す。政府や企業が、自身のバリューチェーン上における人権への負の影響に取り組み、人

権侵害及びそのリスクについて責任ある対応を執ることの必要性が益々緊急性を帯びなが

ら高まっており、これ以上の看過は許されません。 

 

これらの問題を認識し、２０１１年に国連人権理事会で採択されたビジネスと人権に関

する指導原則に従って、日本でも、２０２０年１０月「『ビジネスと人権』に関する行動

計画（２０２０-２０２５）」が策定され、２０２２年９月には「責任あるサプライチェ

ーン等における人権尊重のためのガイドライン」が公表されました。これら日本政府の取

り組みは一定の評価に値しますが、他の G７参加国と比較して、その法的保護への取組み

は十分であるとは言えません。 



 

 他のＧ７諸国が人権デュー・ディリジェンスに関する法律や措置を急速に導入している

ことを考慮すると、日本の取り組みは不十分です。企業が自社のバリューチェーン上での

人権侵害及びそのリスクに対して取り組み、被害に対して実効的な予防及び救済を確保す

るためには、①企業に対して人権デュー・ディリジェンスの実施を義務付ける法律の制

定、及び②その他の人権デュー・ディリジェンスの取り組みを促進するための各種立法等

の導入は必要不可欠です。自主的なガイドライン等では真摯に取り組まない企業のバリュ

ーチェーン上でこそ深刻な人権侵害が起きているからです。競争条件の公平性を担保する

ためにも法律の制定は必要です。また、これらの措置が政治的な手段ではなく、実際に個

別の人々の人権救済に尽くす形で制度設計・運用されることも極めて重要です。これら

は、指導原則における「人権を保護する国家の義務」としても、今、日本政府が取り組む

べき課題です。 

 

そこで来たる２０２３年５月に開催されるＧ７広島サミットにおいて、人権の分野にお

いてリーダーシップを発揮するべく、日本政府が、これまでの取り組みをさらに加速さ

せ、企業の取組みの実効性を担保するためのグローバルスタンダードに則った法制化に向

けて直ちに動き出し、指導原則に則った人権ＤＤを企業に義務付ける法律を制定するこ

と、及び、その他の人権デュー・ディリジェンスの取り組みを促進するための各種立法等

の導入を検討・速やかに実施することを強く要請します。 

 

 

要請事項は以下の通りです。 

 

● 自社のバリューチェーン上における人権デュー・ディリジェンスの実施及び被害救済

のメカニズム設置を企業に義務づける、バリューチェーン上の民事責任に関する条項

を含む法律を制定すること 

● その他の人権デュー・ディリジェンスの取り組みを促進するための各種立法等の導入

（１．強制労働産品にかかる輸入規制、２．人権侵害に関わる物品についての輸出規

制、３．公共調達時の人権デュー・ディリジェンスの要件化、４．人権侵害を理由と

した制裁措置、５．貿易協定締結時の相手国の人権デュー・ディリジェンス義務化規

定、６．スラップ被害防止法）を行うこと 

● これらの措置が政治的な偏向を持たず、個別の人々の人権救済に尽くす目的で制度設

計・運用されること。 

 

日本広島におけるＧ７サミットは、日本政府による人権尊重のための積極的な行動を明示

する極めて重要な機会です。我々市民社会団体は、日本政府によるこれまでのビジネスと

人権分野における努力を評価するとともに、Ｇ７広島サミットの機会を捉え、世界的な人

権侵害に対し、企業の取組みの実効性を担保するまでの効果的かつ迅速な対応を強く求め

ます。 

 

敬具 


